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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１．春季における年次有給休暇の取得促進について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

休暇で春を楽しんで、 

      ココロとカラダをリフレッシュ！ 

 

 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組

みましょう。 

 新型コロナウイルス感染症対策として実践されて

いる、新しい働き方・休み方のスタイルを定着させ

、これからも続けていくためには、計画的な業務運

営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的

付与（※1）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟

な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇

（※2）の活用が効果的です。 

 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用する

ために、この春導入をご検討ください。 

 

（※1）年次有給休暇付与日数のうち、5日を除いた

残りの日数については、労使協定を締結すれば、計

画的に取得日を割り振ることができる制度です。 

 

（※2）年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、

労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の

取得が可能となります。 

 

〇年次有給休暇取得促進特設サイト 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-

sokushin/ 

 

【お問合せ先】 

雇用環境・均等室（022-299-8844） 

 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２．産後パパ育休等チェックリストを作成しました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和４年４月１日より、改正育児・介護休業法が

段階的に施行されています。 

 それに伴い、就業規則等の改定や、妊娠・出産の

申出をした労働者への対応が必要となっています。

現時点でまだ規定整備等の対応が済んでいない場合

は、早急に行う必要があります。今回の改正は対応

が必要なものが多くありますので、改正部分に特化

したチェックリストを作成しました。このチェック

リストでは、育児・介護休業法の改正部分（令和４

年４月１日から令和５年４月１日施行分）について

確認できます。自社の取り組み状況の確認にぜひご

活用ください。 

 

●詳細 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/content/contents/001415426.pdf 

 

【お問合せ先】 雇用環境・均等室(022-299-8844) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３．就職氷河期世代を対象とする募集・採用につい

て、特例期限を令和６年度末まで延長します！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

労働者の募集・採用時の年齢制限は、原則禁止し

ていますが、就職氷河期世代（昭和４３年４月２日

から昭和６３年４月１日までの間に生まれた方）に

限り、募集や採用することが可能です。 

令和５年３月３１日までの特例措置でしたが、令

和５年４月以降も本特例を延長します。 

 

採用をお考えの事業主の皆様におかれましては、

求人ご検討をよろしくお願いします。 

 

就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職

活動を行い、現在も不本意ながら不安定な仕事に就

いている方も多いことから、就職氷河期世代の正社

員雇用を推進しています。 

 

【お問合せ先】 職業安定課（022-299-8061） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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４．令和４年度のえるぼし認定・くるみん認定状況

について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 宮城労働局では、令和４年度において女性活躍推

進法に基づき４社（えるぼし認定）、次世代育成支

援対策推進法に基づき９社（プラチナくるみん・く

るみん認定）認定しました。 

 

 「えるぼし認定」は、女性の活躍推進に関する取

組の実施状況が優良である企業（女性活躍企業）と

して、女性活躍のための行動計画を策定・届出し、

一定の要件を満たした場合に認定する制度です。 

 「くるみん認定」は、従業員の子育て支援に積極

的に取り組んでいる企業（子育てサポート）として

、次世代育成支援のための行動計画を策定した企業

のうち、一定の基準を満たした企業を認定する制度

です。 

 

認定企業の詳細など 

宮城労働局HP 

えるぼし認定一覧：

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/L-

boshi-nintei.html 

 

くるみん認定： 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/120/124/12441.html 

 

【お問合せ先】 

雇用環境・均等室（022-299-8844） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５．産業保健スタッフ向け研修会のお知らせ！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

宮城産業保健総合支援センターでは、産業医、衛

生管理者、産業看護職等の産業保健スタッフ、経営

者、人事労務担当者等を対象とした研修会を、年間

を通して無料で開催しています。 

このたび、令和５年度上半期に開催する「産業医

研修会」「産業保健研修会」「第１種衛生管理者向け

初任時衛生管理者能力向上研修」及び「事業場内メ

ンタルヘルス推進担当者講座」の予定表が当該セン

ターのＨＰにアップされましたので、以下のリンク

先をご確認の上、必要に応じお申込みをお願いいた

します。 

URL： https://www.miyagis.johas.go.jp/new/6066 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/L-boshi-nintei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/L-boshi-nintei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/124/12441.html
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申込方法は、開催日の前月１日（１日が土・日・

祝日の場合は直後の平日）９時から先着順にてオン

ラインで受付をいたします。 

詳細は、宮城産業保健総合支援センターまでお問

い合わせください。 

● 宮城産業保健総合支援センター 

仙台市青葉区中央4-6-1 SS30（15階） 

電話 022-267-4229 FAX 022-267-4283 

URL https://www.miyagis.johas.go.jp 

 

 

https://www.miyagis.johas.go.jp/

